
埼玉県即戦力人材確保支援事業補助金交付要綱 

 

 

 （趣旨）  

第１条  即戦力となるデジタル人材を確保する県内中小企業に対して予算の範囲

内において補助金を交付し、県内産業のＤＸを推進する。  

２  前項の補助金の交付に関しては、補助金等の交付手続等に関する規則（昭和

４０年埼玉県規則第１５号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、こ

の要綱に定めるところによる。  

 

 （定義）  

第２条  この要綱において「中小企業等」とは、中小企業等経営強化法（平成１

１年法律第１８号）第２条第１項に規定する「中小企業者」であり、埼玉県内

に事業所を有する者（産業競争力強化法（平成２５年法律第９８号）第２条第

２４項に規定する中堅企業者であり、かつ、資本金１０億円未満の企業で、県

内経済への影響、中小企業との取引状況等を勘案し、県と協議の上対象とする

ものを含む。）をいう。  

２  この要綱において「デジタル人材」とは、デジタル技術を活用し、新事業や

製品、サービスの創出・改善や、サプライチェーンの最適化・生産プロセスの

改善などを実施する即戦力人材をいう。  

３  この要綱において「人材紹介手数料」とは、中小企業等が埼玉県プロフェッ

ショナル人材戦略拠点（以下「拠点」という。）の登録人材紹介事業者に支払

う人材紹介に係る手数料をいう。  

 

 （補助事業者）  

第３条  補助事業者とは、拠点に相談の上、登録人材紹介事業者を通してデジタ

ル人材を採用する中小企業等をいう。  

 

 （補助対象事業）  

第４条  この補助金の交付対象となる事業は、別表１のとおりとする。  

 

 （交付基準）  

第５条  補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）、補助率及

び補助限度額は  別表１のとおりとする。  

２  前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、その

端数金額を切り捨てるものとする。  

 

 （交付の申請）  

第６条  規則第４条第１項の申請書の様式は、様式第１号のとおりとする。  

２  規則第４条第２項各号に掲げる事項に係る書類の添付は要しない。  



 

 （暴力団排除等に関する誓約）   

第７条  補助事業者は、別紙１記載の誓約事項について補助金の交付申請前に確

認しなければならず、交付申請書の提出をもってこれに同意したものとする。  

 

 （交付決定の通知）  

第８条  規則第７条の交付決定通知書の様式は、様式第２号のとおりとする。  

 

 （事業内容の変更等）  

第９条  補助事業者は補助事業の内容を変更（次項の軽微な変更を除く。）、中

止又は廃止しようとするときは、あらかじめ様式第３号の変更等承認申請書を

知事に提出し、その承認を受けなければならない。  

２  前項の軽微な変更とは、補助対象経費の増減が２０％以内のものとする。  

３  知事は、第 1 項の規定による変更等承認申請書の提出があったときは、審査

の上、交付決定の変更等を行い、様式第４号の変更等承認通知書を補助事業者

に通知するものとする。  

 

 （実績報告書の様式等）  

第 10 条  規則第１３条の実績報告書の様式は、様式第５号のとおりとする。  

２  規則第１３条の実績報告書の提出期限は、補助事業が完了（補助事業の中止

・廃止の承認を受けたときを含む。）した日から３０日以内又は当該年度の３

月１０日のいずれか早い日までとする。  

 

 （額の確定）  

第 11 条  知事は、前条の実績報告書の提出があったときは、当該報告書の審査及

び必要に応じて行う現地調査等により、交付すべき額を確定し、様式第６号に

より補助事業者に通知するものとする。  

 

 （補助金の請求）  

第 12 条  補助金の支払は精算払によるものとし、補助事業者は、様式第７号の

交付請求書により知事に請求する。  

２  知事は、前項の請求書の内容を審査し、適当と認めるときは補助金を交付す

るものとする。  

 

 （人材紹介手数料の返還に伴う補助金の返還）  

第 13 条  補助事業者は、補助金の交付を受けた後に、人材紹介手数料の返還を

受けた場合は、様式第８号により速やかに知事に報告しなければならない。  

２  知事は、前項の規定による報告があった場合、補助金の全部又は一部の支給

決定を取り消し、補助金を返還させるものとする。  

 



 （帳簿等の保存期間）  

第 13 条  補助事業者は、規則第２０条第 1 項の帳簿書類を補助事業の完了の日

から起算して６年を経過した日の属する県の会計年度の末日まで保存しなけれ

ばならない。  

 

 （その他）  

第 14 条  県は、補助事業者に要綱に違反する事項が発覚した場合、交付決定を

取り消すとともに、補助金を返還させるものとする。  

２  この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、知事が

別に定める。  

 

   附  則  

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。  

附  則  

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。  

 

  



 別表１  

補助対象事業  

次の条件により、デジタル人材（副業・兼業人材を含

む。）を採用すること。なお、補助対象者は 1 社につき 1

名とする。  

①就業開始日が当該年度の４月１日以降１月３１日までで

あり、１か月以内に退職又は契約解除していないこと。  

②紹介人材が中小企業等の役員の３親等以内の親族でない

こと。  

③人材紹介手数料の支払が当該年度の３月１０日までに完

了すること。  

補助対象経費  

補助事業者が登録人材紹介事業者に支払う人材紹介手数

料。なお、消費税額及び地方消費税額は含まないものとす

る。  

補助率  

補助対象経費の２分の１（千円未満切り捨て）  

ただし、過去に本補助金又は埼玉県デジタル人材確保支援

事業補助金の交付を受けたことのある者については、  

補助対象経費の３分の１（千円未満切り捨て）  

補助限度額  

１５０万円。ただし、過去に本補助金又は埼玉県デジタル

人材確保支援事業補助金の交付を受けたことのある者につ

いては、１００万円。  

 


